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最低賃金制度について 
 

１ 地域別最低賃金の決定方法 

  最低賃金の決定は、国の事務であり、本県においては、岩手労働局長が最低賃金法に

基づき、岩手地方最低賃金審議会（公益・労働者側・使用者側委員 各５名で構成）に

諮問し、その答申を得て決定している。 

 

２ 本県の最低賃金の状況 

【岩手県地域別最低賃金額の推移】                    （時間額） 

区 分 
R3.10.2 

発効 

R4.10.20 

発効 

R5.10.4 

発効 

R6.10.27 

発効 

R7.12.1 

発効 

時間額 821円 854円 893円 952円 1,031円 

引き上げ率 3.53％ 4.02％ 4.57％ 6.61％ 8.30％ 

岩手審議会答申 

(引上額) 
28円 33円 39円 59円 79円 

中央審議会答申 

(目安額) 
28円 30円 39円 50円 64円 

      

【参考】 

全国加重平均 
930円 961円 1,004円 1,055円 1,121円 

 

 

【特定（産業別）最低賃金】 

労働者又は使用者の代表者から一定の事業・職業についての最低賃金決定の申し出が

あった場合に、岩手地方最低賃金審議会において審議を行う。 

（その後の手続きは、地域別最低賃金と同様） 

 

(注) 各種商品小売業及び百貨店、総合スーパーの業種別最低賃金は、地域別最低賃金（1,031

円）が上回っているため、地域別最低賃金額が適用される。 

なお、各種商品小売業とは、衣食住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業

所の性格上いずれが主たる商売商品であるかが判別できない事業所であって、従業員が常

時 50 人未満のものを言う。

産 業 別 時間額 発効日 

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1,072円（+64円） R8.1.15 

光学機械器具･レンズ、時計･同部分品製造業 1,052円（+67円） R8.2.1 

電子部品･デバイス製造業・電子回路、 

電気機械器具、情報通信機械器具製造業 
1,039円（+64円） R8.1.15 

自動車小売業 1,068円（+64円） R8.1.15 

各種商品小売業【据置】 767円 H28.12.11 

百貨店、総合スーパー【据置】 800円 H30.12.28 

資料３ 
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【地域別最低賃金改定の目安】 

ランク ～令和４年度 令和５年度～ R2 R3 R4 R5 R6 R7 

A 
埼玉、千葉、東京、神奈

川、愛知、大阪 

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、

大阪 

示さ

れず 
28円 

31円 

41円 

50円 

63円 
B 

茨城、栃木、富山、山梨、

長野、静岡、三重、滋賀、

京都、兵庫、広島 

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、

群馬、新潟、富山、 石川、福井、

山梨、長野、岐阜、静岡、三重、

滋賀、 京都、兵庫、奈良、和歌

山、島根、岡山、広島、山口、 徳

島、香川、愛媛、福岡 

40円 

C 

北海道、宮城、群馬、新

潟、石川、福井、奈良、 

和歌山、岡山、山口、徳

島、香川、福岡 

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、

高知、佐賀、長崎、 熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄 

30円 

39円 64円 

D 

青森、岩手、秋田、山形、

福島、鳥取、島根、愛媛、

高知、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

 

 ※令和５年度からランクが三つに再編 

 

【岩手県最低賃金の位置付け】 

 
令和６年 

(岩手県 952円：全国を 100とした場合 90.2) 
令和７年 

(岩手県 1,031円：全国を100とした場合92.0) 

全

国 

岩手県 全国 42位（下から２位グループ） 
・最下位 秋田県(951円) 
・下から２番目 岩手県、高知県、熊本県、宮
崎県、沖縄県（952円） 
・第１位 東京都（1,163円） 
・全国加重平均 （1,055円） 

岩手県 全国 38位（下から５位グループ） 
・最下位 高知県、宮崎県、沖縄県(1,023円) 
・下から５番目 岩手県、秋田県、長崎県（1,031
円） 
・第１位 東京都（1,226円） 
・全国加重平均 （1,121円） 

東

北 

岩手県 第５位 
第１位 宮城（951円）  
第２位 福島、山形（955円）       
第４位 青森（953円） 
第５位 岩手（952円） 
第６位 秋田（951円） 

岩手県 第４位 
第１位 宮城（1,038円）  
第２位 福島（1,033円）       
第３位 山形（1,032円） 
第４位 岩手、秋田（1,031円） 
第６位 青森（1,029円） 

 

３ 県の中小企業支援策 

(1) 物価高騰対策賃上げ支援費 

(2) 中小企業者等物価高騰・価格転嫁支援事業費補助 

(3) 中小企業者等経営改善支援事業費補助 

(4) 中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助 


